
様式第５号（第６条関係） 

後退用地土地使用承諾書  

 

                                                        年   月   日 
    (あ て先 )前橋市長  

 

                         土地所有者 住 所  

 

                                     氏 名                           ㊞ 

 

 前橋市生活道路後退用地整備要綱第６条第１項第２号の規定に基づく道路の整備のた
め、下記の土地の無償使用を次のとおり承諾します。 

 

記 

  土地の表示及び使用範囲 

 

 

 所在地番 

 

  前橋市 

 

                                                     の一部 

 

 地  積 

 

         平方メートルの内      平方メートル 

 （用途） 

１  前橋市長は、本物件を道路として使用するものとする。 

 （使用期間） 

２  使用期間は、前橋市長が本物件を道路として必要とする期間とする。 

 （譲渡、転貸しの禁止） 

３  前橋市長は、本物件の使用権を第三者に譲渡し、又は本物件を転貸してはならない。 

 （道路整備） 

４  前橋市長は、本物件について、市の費用をもって道路整備を行い、道路として維持管 
理するものとする。 

 （権利変更時の措置） 

５  土地所有者は、使用期間中に第三者に本物件の権利等を変更する場合においては、そ 
の旨を前橋市長に通知するとともに、土地使用承諾を当該第三者に承継するものとする。 

 （使用承諾の返上及び取消し） 

６  前橋市長は、この使用承諾の目的が達成にいたらない場合その他の理由により使用承 
諾を返上することができる。 

７  土地所有者は、この使用承諾の継続が困難な場合には、前橋市長と協議のうえ使用承 
諾を取り消すことができる。 

 （疑義等の決定） 

８  この土地使用承諾書に定めのない事項及びこの承諾に疑義が生じた場合には、前橋市 
長と土地所有者が協議のうえ決定するものとする。 

 

 

市役所受付欄 

 

 



          土地使用承諾書の添付書類等  

 

  土地使用承諾書に下記の順に綴じ込んでください。 

       

添付書類１ 案内図（現地に至る経路、主な目標物を記入してください。）  
    ２ 地積測量図（土地使用承諾書との間に割り印を押してください。） 

    ３ 法務局の公図の写し（後退部分を表示してください。） 

    ４ 印鑑登録証明 

    ５ 後退部分を含む土地登記簿謄本 

    ６ 道路境界確定図 

             
 

 注１ 道路境界が未確定の場合は、地積測量図にかえて、実測図及び道路境界確定に    
関する誓約書を添付してください。 

  ２ 道路境界確定図については、道路境界が確定している場合に添付してください。 

  ３ 土地所有者が複数の場合は、所有者全員が記名押印してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路境界確定に関する誓約書 

                              年   月   日 

  (あて先)前橋市長  

    

                    土地所有者  住 所 

                   

                   氏 名               ㊞ 

 

                     建築物及び  住 所                                 

                        門塀所有者                                     

                                氏 名               ㊞ 

 

 

 私、土地所有者は、前橋市生活道路後退用地整備要綱に基づき、下記の土地の土地使用

承諾書の提出をしますが、この土地に接する道路との境界の確定が困難のため、暫定的に

現況の道路との境界を境界とみなして、土地使用承諾書を提出いたします。 

 また、私、建築物及び建築物に附属する門、塀等の所有者は、今後道路との境界が確定

し、建築物及び建築物に附属する門、塀等が道路内（建築基準法第４２条第２項により道

路とみなされた部分)に突出することとなった場合は、直ちに道路とみなされる部分から後

退し、建築基準法その他の関係法令に適合するように早急に是正します。 

 

                                      記 

         

前橋市 
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